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　島根原子力発電所１号機は、平成２７年４月３０日をもちまして、

営業運転を終了いたしました。

　建設計画の立ち上げから半世紀にわたり、ご理解・ご協力を

賜りました多くのみなさまに深く感謝申しあげます。

　島根原子力発電所の運営につきましては、今後の１号機の廃止措置

を含め、安全確保を最優先に取り組んでまいりますので、引き続き、

ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

中国電力株式会社

＜島根原子力発電所1号機のあゆみ＞

建設計画申し入れ

営業運転開始

営業運転期間

昭和41年11月17日

昭和49年3月29日

41年１か月

＜島根原子力発電所1号機の概要＞

出　　力

総発電電力量

型　　式

46万ｋＷ

約1,061.9億ｋＷｈ

沸騰水型（ＢＷＲ）
島根原子力発電所1号機（手前右）



廃止措置について

中国電力㈱ 島根原子力本部広報部
〒690-0324 島根県松江市鹿島町片句654-1　　  0120-209-050　月曜日～金曜日（祝日は除く）9：00～17：00

http://www.energia.co.jp/

　原子力発電所の廃止措置については、あらかじめ廃止措置作業の計画（廃止

措置計画）を策定し、国の認可を受けて実施します。

　当社は現在、島根原子力発電所1号機の廃止措置計画について検討を行って

いるところです。

　廃止措置は、大きく分けて「洗う」「待つ」「解体する」の3つの工程があり、

約30年をかけて行います。すべての工程において、放射性物質の「閉じ込め」や

放射線の「遮へい」に最も重点を置き、安全確保を最優先に取り組んでまいり

ます。

①使用済燃料搬出

運転終了

＜廃止措置の概要＞

跡地利用

②系統除染 「洗う」
化学薬品等による
放射性物質の除去

⑤解体撤去（建物）

＊島根原子力発電所1号機の廃止措置は、事故により廃炉となった東京電力 福島第一原子力
　発電所の作業とは異なるものです。

建物内の放射性物質を
除去後、建物を解体

④解体撤去（内部機器）
放射性物質を外部に飛散させない
よう、建物内部の機器等を撤去

他号機又は再処理施設へ
③安全貯蔵 「待つ」
放射線量を下げるため、
放射能の減衰を待つ

出典：原子力規制委員会ホームページをもとに作成


